
白岡市地域公共交通会議及び 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会委員名簿 
（敬称略）  

任期：平成２５年５月２１日～平成２７年５月２０日  

 
選出母体又は役職 氏  名 委員区分 

規定区分 

第３条第２項  

1 朝日自動車株式会社 髙
た か

 橋
は し

 直
な お

 樹
き

 一般乗合旅客自動車運送事業

者その他の一般旅客自動車運

送事業者  

第１号 

2 昭和タクシー有限会社 明
あ け

 野
の

 真
ま さ

 久
ひ さ

 

3 白岡タクシー株式会社 細
ほ そ

 井
い

 将
ま さ

 司
し

 

4 一般社団法人 

埼玉県バス協会 

鶴
つ る

 岡
お か

  洋
ひろし

 一般旅客自動車運送事業者が

組織する団体の代表  

第２号 

5 一般社団法人 

埼玉県乗用自動車協会 

高
た か

 原
は ら

  昭
あきら

 

6 白岡市行政区長会 佐々木
さ さ き

  操
みさお

 市民又は利用者の代表  第３号 

7 白岡市行政区長会 市
い ち

 村
む ら

 春
は る

 樹
き

 

8 白岡市民生委員・ 

児童委員協議会 

折
お り

 原
は ら

 茂
し げ

 幸
ゆ き

 

9 白岡市社会福祉協議会 浅
あ さ

 野
の

 悦
え つ

 子
こ

 

10 白岡市老人クラブ連合会 長谷川
は せ が わ

  博
ひろし

 

11 国土交通省 関東運輸局 

埼玉運輸支局 

野
の

 口
ぐ ち

 政
ま さ

 治
じ

 関東運輸局埼玉運輸支局長又

はその指名する者  

第４号 

12 朝日自動車労働組合 橘
き つ

 井
い

 公
こ う

 治
じ

 一般旅客自動車運送事業者の

事業用自動車の運転者が組織

する団体の代表  

第５号 

13 埼玉県 企画財政部 

交通政策課 

浅
あ さ

 見
み

 淳
じゅん

 二
じ

 埼玉県企画財政部交通政策課

長又はその指名する者  

第６号 

14 埼玉県 

杉戸県土整備事務所 

斉
さ い

 藤
と う

 正
ま さ

 美
み

 埼玉県杉戸県土整備事務所長

又はその指名する者  

第７号 

15 埼玉県 

久喜警察署 

神
こ う

 山
や ま

 邦
く に

 夫
お

 埼玉県久喜警察署長又はその

指名する者  

第８号 

16 東洋大学 

総合情報学部教授 

尾
お

 崎
ざ き

 晴
は る

 男
お

 地域公共交通について優れた

識見を有する者  

第９号 

17 ㈱メイワスカイサポート 中
な か

 川
が わ

 幸
ゆ き

 廣
ひ ろ

 

18 白岡市副市長 秋
あ き

 葉
ば

 清一郎
せ い い ち ろ う

 市長が指名する市職員  第１０号 

19 埼玉県 

利根地域振興センター 

柳
やなぎ

   政
ま さ

 男
お

 その他交通会議の運営上市長

が必要と認める者  

第１１号 

20 白岡市商工会 菅
す が

 原
は ら

 清
き よ

 孝
た か
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白岡市地域公共交通会議及び白岡市地域公共交通確保維持改善協議会 

会議運営要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、白岡市地域公共交通会議設置要綱第１０条及び白岡市地域

公共交通確保維持改善協議会規約第１８条の規定に基づき、当会議及び協議会

の会議（以下「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

（会議の公開） 

第２条 会議は、原則として公開するものとする。 

 

（傍聴人の定員）  

第３条 傍聴人の定員は、２０人とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、

この限りでない。  

 

（傍聴の手続及び会議傍聴券） 

第４条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日、所定の場所で自己の住所及び

氏名を様式第１号の会議傍聴申込受付簿に記入し、会長に申し込まなければな

らない。 

２ 会長は、前項の申込みを受けたときは、会議開始時刻までに傍聴の可否を決

定し、傍聴を許可した者に様式第２号の会議傍聴券を交付するものとする。  

３ 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、会議傍聴券を提示しなければなら

ない。 

４ 会議傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これ

を返還しなければならない。  

 

（傍聴席に入ることができない者）  

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。  

⑴ 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物

を携帯している者  

⑵ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯して

いる者 
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⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又

は携帯している者  

⑷ ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯し

ている者。ただし、第７条ただし書の規定により、撮影又は録音することに

つき会長の許可を得た者を除く。  

⑸ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者  

⑹ 酒気を帯びていると認められる者  

⑺ その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者  

２ 会長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第１号から

第５号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。 

３ 会長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁

止することができる。  

４ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得

たときは、この限りでない。  

 

（傍聴人の守るべき事項）  

第６条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなけれ

ばならない。  

⑴ 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し

ないこと。 

⑵ 談論し、放歌し、高笑し、その他会議の妨害となるような行為をしないこ

と。 

⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又

は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。  

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。  

⑸ みだりに席を離れないこと。  

⑹ 資料、文書等を配布しないこと。  

⑺ 携帯電話の電源を切ること。 

⑻ 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるよ

うな行為をしないこと。  

 

（写真、映画等の撮影及び録音等の禁止）  

第７条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をして
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はならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。  

 

（係員の指示）  

第８条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。  

 

（違反に対する措置）  

第９条 傍聴人がこの告示に違反するときは、会長は、これを制止し、その命令

に従わないときは、これを退場させることができる。  

 

（会議録の作成等） 

第１０条 会長は、次に掲げる事項を記載した様式第３号の会議録を作成するも

のとする。 

⑴ 開催の日時及び場所 

⑵ 出席者及び欠席者 

⑶ 会議事項 

⑷ 会議経過（議事の要旨） 

⑸ 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項 

２ 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。 

３ 作成した会議録は、会長又はこれに準ずる者が署名し、これを保管するもの

とする。 

４ 会議録は、会長又はこれに準ずる者が署名した日をもって確定するものとす

る。 

 

（会議録等の公開） 

第１１条 会議録及び会議資料は、原則として公開するものとする。 

 

（会議録等の公開方法等） 

第１２条 会議録及び会議資料の公開の方法は、次に掲げるとおりとする。  

⑴ 企画調整課内の所定の場所に会議録等の写しを備え付けて公開する方法  

⑵ 市公式ホームページに掲載して公開する方法 

⑶ その他会長が特に必要と認める方法 

２ 会議録は、当該会議録が確定した日以後、速やかに公開するものとする。  

３ 会議資料は、会議開催日以後、速やかに公開するものとする。  
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附 則 

この要領は、平成２５年５月２１日から施行する。  
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様式第１号（第４条関係） 

 

会議傍聴申込受付簿 

 

年  月  日  

 

第  回白岡市地域公共交通会議及び 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会会議 

開催日：    年  月  日  

会 場：             

番号 住     所 氏   名 備  考 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

１６    

１７    

１８    

１９    

２０    
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様式第２号（第４条関係） 

 

(表) 

会議傍聴券 

 

第    号 

 

白  岡  市 

 

(裏) 

傍聴人の守るべき事項 

１ 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければな

らない。 

⑴ 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し

ないこと。 

⑵ 談論し、放歌し、高笑し、その他会議の妨害となるような行為をしないこ

と。 

⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又

は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。  

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。  

⑸ みだりに席を離れないこと。  

⑹ 資料、文書等を配布しないこと。  

⑺ 携帯電話の電源を切ること。 

⑻ その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 

２ 退場の際は、この傍聴券を返還してください。 
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様式第３号（第１０条関係） 

会  議  録 

会議の名称 
第  回白岡市地域公共交通会議及び 

白岡市地域公共交通確保維持改善協議会会議 

開催日     年  月  日（ ） 

開催時間 午前・午後  時  分 から 午前・午後  時  分 まで 

開催場所  

会長の氏名  

出席者（出席 

委員）の氏名・

出席者数 

 

 

人 

欠席者（欠席 

委員）の氏名・

欠席者数 

 

 

人 

説明員の職・ 

氏名 

 

事務局職員の

職・氏名 

 

その他会議出席

者の職・氏名 
 

会議次第  

 

配布資料 
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議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

  

 

議事のてん末・概要を記載し、その相違なきを証するため、ここに署名する。 

 

      年  月  日 
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「白岡市地域公共交通会議」及び「白岡市地域公共交通確保維持改善協議会」の役割について 

 

 

 白岡市地域公共交通会議 白岡市地域公共交通 

確保維持改善協議会 
国土交通省 

 

１ 根拠法令等 

ア 道路運送法施行規則第９条の３ 

イ 白岡市地域公共交通会議設置要綱 

２ 目的 

ア 地域住民の生活に必要な旅客輸送の確

保・利便増進に関する協議 

イ 道路運送法の一般乗合旅客自動車運送

事業に関する協議・合意形成 

（区域、運賃、車両等） 

 

１ 根拠法令等 

ア 地域公共交通確保維持改善事業費補

助金交付要綱第３条 

イ 白岡市地域公共交通確保維持改善協

議会規約 

２ 目的 

ア 生活交通ネットワーク計画の策定・ 

事業の実施主体 

イ 国土交通省の地域公共交通確保維持

改善事業費補助金の管理・運用 

組織概要 組織概要 

 

市、交通事業者、交通事業者が組織する団

体の代表、市民又は利用者、地方運輸支局長、 

交通事業者の運転者が組織する団体の代表、 

道路管理者、警察、関係行政機関、学識者 

 

市、交通事業者、交通事業者が組織する団

体の代表、市民又は利用者、地方運輸支局長、 

交通事業者の運転者が組織する団体の代表、 

道路管理者、警察、関係行政機関、学識者 

 

委員構成 委員構成 

同一の委員構成 

地域公共交通 

確保維持改善事業費 

補助金 

合同で会議を開催 事務局：白岡市 総合政策部 

企画調整課 公共交通準備室 

【調査事業】 

１ データ収集 

２ 現状と課題の分析 

３ 需要調査、アンケート等 

【確保維持事業】 

１ 生活交通ネットワーク計画

の策定 

２ 計画に基づく事業の実施 

申請 

交付 
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白岡市地域公共交通会議設置要綱 

 

【平成２５年５月１日公布・施行】 

 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域

における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その

他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現

に必要となる事項を協議するため、白岡市地域公共交通会議（以下「交

通会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関

すること。 

⑵ 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する

こと。 

⑶ 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項に関するこ

と。 

 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

⑴ 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者 

⑵ 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表 

⑶ 市民又は利用者の代表 

⑷ 関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者 

⑸ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表  

⑹ 埼玉県企画財政部交通政策課長又はその指名する者 

⑺ 埼玉県杉戸県土整備事務所長又はその指名する者 

⑻ 埼玉県久喜警察署長又はその指名する者 

⑼ 地域公共交通について優れた識見を有する者 

⑽ 市長が指名する市職員 

⑾ その他交通会議の運営上市長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
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（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長１人を置き、会長及び副会長は委員の

互選によりこれを定める。 

２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ随時開催

する。 

２ 会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させるこ

とができることとし、代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

ただし、代理の者は、会議ごとに代理権を証する書面を提出しなければ

ならない。 

５ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

 

（関係者の出席要請等） 

第７条 会長は、交通会議の所掌事項に関し必要があると認めるときは、

会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（協議結果） 

第８条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果

を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

 

（庶務） 

第９条 交通会議の庶務は、総合政策部企画調整課において処理する。 

 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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これまでの取組の経緯について 

 

 取組事項 年月 内容 

１ 町内循環バス

運行事業 

事業開始 

平成１１年１１月１５日  

 

事業終了 

平成１９年３月３１日  

 

※  平成１７年１２月

に策定した白岡町改

革推進プログラムの

徹底した歳出削減に

向けた取組の「すべて

の事業の見直し」によ

り、循環バスの利用状

況、運行経費等を総合

的に勘案して事業廃

止に至った。 

⑴ 事業目的 

町内公共交通網の充実及び高

齢者、障害者等の外出支援対策

の充実 

⑵ 事業概要 

ア 町役場、図書館、老人福祉

センター、駅、医療機関等の

公的施設及び町内各所（延べ

９１箇所の停留所）を中央コ

ース、東部コース及び西部コ

ースの３路線で循環運行 

イ 運行日：月曜日～金曜日 

ウ 運行時間： 8:00～17:00 

エ 料金：一人１回１００円 

（未就学児、身体障害者手

帳所持者等は無料） 

オ 車両及び便数 

(ｱ) 中央コース 

マイクロバス６便 

(ｲ) 東部コース 

マイクロバス６便 

(ｳ) 西部コース 

大型バス４便 

⑶ 利用状況（平成１８年度） 

ア １７，９９８人／年 

イ   ７０．２５／一日平均 

ウ    ４．３９／一便平均 

⑷ 運行業務委託料（平成１８年度） 

１４，２１６，４００円 

⑸ 料金収入（平成１８年度） 

１，６４２，８００円 
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２ 地域公共交通

に関する基礎調

査事業 

平成２４年 

６月～８月 

⑴ 調査方法 

ア 市民アンケート調査の実施 

市内３，０００世帯抽出 

１，８５０世帯回答 

回答率６１．７％ 

イ 公共施設等利用者ヒアリン

グ調査の実施 

市役所、埼玉りそな銀行、

白岡郵便局及び白岡中央総合

病院の利用者合計６００人に

聞き取り調査 

⑵ 調査結果 

ア 買物、通院等の日常生活に

おける移動について約３割の

方が「不便を感じている」と

回答。主な理由として、公共

交通を利用したいがバス路線

等が少ないことなどが挙げら

れた。 

イ ８０歳以上の世代で「不便

を感じている」との回答が４

割を超えた。 

ウ 太田新井、彦兵衛、柴山、

荒井新田及び下大崎の５地域

で「不便を感じている」との

回答が５割を超えた。 

エ 今後、充実の必要があると

される「行き先」は、駅、市

役所、医療機関の回答割合が

高かった。 

オ 公共交通の充実を図る際、

利用者は応分の負担をすべき

との回答の割合が比較的高か

った。 
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３ 白岡市地域公

共交通市民検討

会議の答申 

会議設置 

平成２４年９月２６日  

 

答申 

平成２５年２月１４日  

⑴ 会議 

市長からの諮問「当市の現

状・課題・ニーズを踏まえた高

齢者等のいわゆる交通弱者の方

に対する今後の公共交通施策の

在り方について」を受けて、平

成２４年９月から平成２５年２

月まで設置された私的諮問機関 

会 長 佐々木操氏 

（行政区長会会長） 

副会長 堀冨夫氏 

（公募委員） 

⑵ 答申要旨 

市民の移動実態、交通ニーズ

を的確にとらえた上で、真にサ

ービスを必要とする人に対し、

限られた財源を有効に活用して

持続可能な公共交通サービスを

構築する旨の答申がなされた。 

答申の要旨は、高齢者や駅･

バス停から離れた地域の居住者

のいわゆる交通弱者の方を主な

対象にして、事業対象者の交通

需要に即した効率的で利便性の

高いオンデマンド型の公共交通

サービスを構築すべきとの提案

がなされた。 

なお、構築に当たっては、過

去の町内循環バスの廃止の経緯

等を踏まえて、コストを重視し、

事業の効率性・有効性の費用対

効果に配慮した将来に持続可能

なサービスを構築するよう併せ

て提案がなされた。 
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４ 白岡市におけ

る地域公共交通

の今後の方向性 

策定・公表 

平成２５年２月２１日  

市では、平成２４年６月に実施

した「地域公共交通に関する基礎

調査結果」及び平成２５年２月の

「白岡市地域公共交通市民検討会

議の答申」などを踏まえて、「白岡

市における地域公共交通の今後の

方向性」を策定・公表した。 

その要旨は、高齢者や駅・バス

停から離れた地域の居住者のいわ

ゆる交通弱者の方を主な対象に、

買物や通院等の日常生活における

移動の利便性の向上を図る施策を

講じることとした。 

具体的には、交通弱者の方の個

別の需要に柔軟に対応できる（オ

ンデマンド）効率的で利便性の高

い公共交通サービスの構築に向け

た検討を進めることとした。 

なお、検討に当たっては、市民、

交通事業者、行政それぞれが「参

画と協働」の理念に基づき、施策

の有効性、効率性、採算性に配慮

しながら、将来に持続可能なサー

ビスの構築を目指すこととした。 
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 2013/5/21

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

白岡市地域公共交通サービス〔デマンド交通〕構築スケジュール

９月 １０月７月４月 ８月 １月６月

平成２７年度

５月

平成２６年度

２月 ３月 ３月１１月１月 １２月 ２月

◎◎◎

◇ ◇ ◇

１０月

◇

１月

◇

◎ ◎

１２月 １０月８月７月 １１月 １２月９月５月 ６月４月

広
報
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

平成２５年度

７月４月 ８月 １１月９月

予
算
対
応

２月 ３月

市
議
会
対
応

５月 ６月

◎

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
協
議
会

地
　
域
　
公
　
共
　
交
　
通
　
会
　
議

◇ ◇

■

◇

■

◇◇ ◇ ◇

■

◇

平成２６年度事業運

営経費予算計上 

・地域公共交通会

議設置 

・生活交通ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定開始 

・需要調査開始 

平成２７年度事業運

営経費予算計上 

実証運行準備 
・路線、区域、車両、運賃等の検証 

行政

報告 

・今後の方向性 

・スケジュール 

・地域公共交通

会議設置 

・需要調査概要 

・デマンド交通概

要 

行政

報告 

・生活交通ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ計画策定

結果 

行政

報告 

・実証運行結果 

・本格運行開始 

生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）の策定 
・事業の目的・必要性、事業の定量的目標・効果 

・運行系統、運送予定者、費用負担、車両に係る事項 など 

全員

協議

利用者登録 

実証運行・評価 

・交通弱者の輸送ニーズ等の実態把握 

・事業形態、費用負担等の在り方等 

認定申請書の提出 

本格運行 

認定申請書の提出 

交通不便地域の地域指定申請書の提出 

・本格運行

開始 
・本格運行状況 

行政

報告 

・今後の

方向性

決定 

・スケ

ジュー

・地域公共

交通会議

設置 

・需要調査

概要 

・地域公共交通会

議設置 

・生活交通ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定開始 

・需要調査開始 

・生活交通ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ計画策定状況 

・需要調査状況 

・生活交通ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ計画策定状況 

・需要調査結果 

・生活交通ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ計画策定

結果 

・認定申請書提出 

・実証運行準備 

・利用者登録 

・実証運行開始 

・本格運行準備 

・利用者登録 

・実証運行状況 

・本格運行準備 

・実証運

行結果 

・本格運行

開始 

・本格運行

状況 

・本格運行

状況 

デマンド交通に係る需要調査 

生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計

画）の見直し 

生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計

画）の見直し 

平成２８年度事業運

営経費予算計上 

・路線、区域、車両、運賃、運送事業

者選定等 

本格運行準備 

・路線、区域、車両、運賃、運送事業者選

定等 

・地域公共交通

会議協議状況 

・需要調査状況 

・地域公共交通

会議協議状況 

・需要調査結果 

・生活交通ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ計画策

定結果 

・実証運行準

備状況 

・認定申請書提出 

・実証運行準備状況 

・利用者登録 

・実証運行開始 

・本格運行準備状況 

・利用者登録状況 

・実証運行状況 

・本格運行準備

状況 

・本格運行状況 

全員

協議

全員

協議

全員

協議

全員

協議

全員

協議

全員

協議

全員

協議

全員

協議
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各会議の予定協議項目について 

 

※会議開催日時及び会議事項は、現時点での予定です。  

回 会議開催日時 会議事項 備考 

1 平成２５年 

５月２１日（火） 

午前１０時～ 

１ 委嘱書及び任命書の交付 

２ 会議運営要領について 

３  地域公共交通会議及び地域公共交通 

確保維持改善協議会の役割について 

４  地域公共交通確保維持改善協議会の 

総会の開催 

５ これまでの取組の経緯について 

６  今後のスケジュール及び各会議の予定

協議項目について 

 

2 ６月１８日（火） 

午前１０時～ 

１ 事業の目的・必要性について 

定量的な目標設定・効果の予測 

２ 運営主体について（市又は市以外） 

３ 利用対象者について 

市内在住者又は通勤・通学者を含めるか 

４ 利用者登録について 

 

3 ７月２３日（火） 

午前１０時～ 

１ 運行方式について 

ﾄﾞｱ･ﾂｰ･ﾄﾞｱ方式又は基本路線方式 

２ 運行エリアについて 

市内又は市外の一部を含めるか 

３ 運行ダイヤについて 

 

4 ８月２０日（火） 

午前１０時～ 

１ 運行曜日について 

毎日、平日・土曜日、平日のみ 

２ 運行時間帯について 

昼間時間帯又は朝夕時間帯を含めるか 

３ 予約期限について（当日又は前日まで） 

 

5 ９月２４日（火） 

午前１０時～ 

オペレーションシステムについて  

6 １０月２２日（火） 

午前１０時～ 

車両について 

車両サイズ、台数 

 

7 １１月１９日（火） 

午前１０時～ 

１ 運賃形態について 

２ 運賃水準について 

 

8 １２月１７日（火） 

午前１０時～ 

運行事業者について  

9 平成２６年 

１月２１日（火） 

午前１０時～ 

まとめ 

生活交通ネットワーク計画（案）検討 

 

10 ２月１８日（火） 

午前１０時～ 

まとめ 

生活交通ネットワーク計画策定 
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